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2024年10月25日 

 

受益者のみなさま 

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社 

 
ご保有の投資信託 

「グローバル・ボンド・ニューマーケット（毎月決算型）〈愛称：星こよみ〉」 

についてのお知らせ 
 

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は弊社の投資信託に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 
 

さて、受益者のみなさまにご投資いただいております「グローバル・ボンド・ニューマーケット（毎月決

算型）〈愛称：星こよみ〉」は、2025年1月23日（木）をもちまして運用終了期日の前倒し（繰上償還）（以

下、「繰上償還」ということがあります。）を実施する予定です。 
 

この繰上償還につきまして、法令等に基づきご異議のお申し出（異議申立）の受付を行うことをお知

らせ致します。 

何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
  

敬具 

記 

 

 

 「グローバル・ボンド・ニューマーケット（毎月決算型）〈愛称：星こよみ〉」の運用終了期日の前倒し（繰

上償還）について 

 

 

 「グローバル・ボンド・ニューマーケット（毎月決算型）〈愛称：星こよみ〉」の運用終了期日の前倒し（繰

上償還）についての賛成（ご異議なし）/反対（ご異議あり）のご判断     

 

 

 

 

 

特に必要なお手続きはありません。    ご異議のお申し出（異議申立）が必要です。 

手続き等について、次頁以降ご説明します。 

以 上 

1.お知らせしたいこと 

 

2.お願いしたいこと 

 

賛成の方 

 

 

 
 

反対の方 
 （ご異議なし） 

 

 

 

 

（ご異議あり） 

反対の方 
 

◎ × 

このお知らせに関するお問い合わせ先 
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社 お客さま専用フリーダイヤル 0120-548066 
【受付時間／9：00～17：00（土・日・祝日・12月 31日～1月 3日を除く）】 
お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。 
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お手続きは不要です 異議申立のお手続き

異議申立受付期間

2024年10月25日（金）～2024年12月9日（月）

繰上償還は実施しません繰上償還を実施します

繰上償還実施可否決定
2024年12月10日（火）

「異議申立」手続きの流れ

受益者さま

弊社にて異議申立を行った受益者さまの
受益権の口数を集計

繰上償還に賛成の方

（ご異議なし）

異議申立を行った受益者さまの受益権の

口数の合計が、2024年10月25日時点の

受益権の総口数の2分の1を超えない場合

異議申立を行った受益者さまの受益権の

口数の合計が、2024年10月25日時点の

受益権の総口数の2分の1を超えた場合

繰上償還に反対の方

（ご異議あり）

異議申立を行った受益者さまは、保有する受

益権について、受託会社に対し、買取請求を

することができます。

この場合、繰上償還は行わず、ファンドを継続

する旨およびその理由を、電子公告します。

また、これらの事項を記載した書面を受益者

さまに交付します。

※異議申立を行った受益者さまが必ず買取請求

しなければいけないものではありません。

引き続き保有していただくことも、販売会社で通常

通り換金していただくこともできます

※お手続きの方法はＱ＆Ａの
「Ｑ6.」をご参照ください。

※繰上償還実施可否は弊社ホームページでご確認いただけます。
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「グローバル・ボンド・ニューマーケット（毎月決算型）〈愛称：星こよみ〉」 

繰上償還に関するＱ＆Ａ 

 

Ｑ1.なぜ運用終了期日の前倒し（繰上償還）を行うのですか？ 

Ａ1．当ファンドが主要投資対象としているアッパーミドル諸国（先進国と新興国の中間領域に位置する

国）のファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）の全般的な悪化や地政学リスクの高まり等により、

ファンド設定時（2006年）に想定した商品コンセプトに基づく運用が困難になりつつあると判断して

いるためです。 

具体的には、ファンドの特色に定める「アッパーミドル諸国の中から、信用格付けがＡ－～Ａ＋格

相当の国を中心に、債券市場の規模、通貨・投資に係る規制等を勘案し、金利水準が高い国を

複数選定する」を満たす投資可能国が減少し、商品性が維持できなくなるリスクが高まっていると

考えております。 

弊社といたしましては、このまま運用を継続するより、繰上償還を選択することが受益者のみなさま

のために有利であると判断いたしました。何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

Ｑ2.何か手続きが必要ですか？ 

Ａ2．繰上償還に賛成（ご異議がない）の場合はお手続きの必要はありません。 

   繰上償還に反対（ご異議がある）の場合は、ご異議のお申し出（異議申立）（以下、「異議申立」と

いうことがあります。）を行うことができます。異議申立を行えるのは、2024年10月25日（金）時点で

当ファンドを保有されている受益者さま（2024年10月23日（水）の購入申込者を含みます。）です。 

異議申立の手続きは、Ｑ6の「異議申立はどのように行うのですか？」 をご参照ください。 

Ｑ3. 繰上償還が実施されるかどうかはどのようにして知ることができますか？  

Ａ3. 2024年12月10日（火）に異議申立を行った受益者さまの受益権の口数を集計し、2024年10月25

日（金）時点の受益権の総口数の2分の1を超えない場合は、繰上償還実施を決定いたします。

繰上償還決定の可否は、弊社のホームページで公表いたします。 

繰上償還を行わない場合は、その旨および理由を弊社のホームページで公告し、受益者のみ

なさまには、販売会社を通じてお知らせをお送りいたします。 

繰上償還にかかる今後の日程は以下のとおりです。  
 

○今後の日程 

日付 内容 詳細 

2024年10月25日（金） ①公告日（電子公告）  

2024年10月25日（金） 

 （異議申立期間） 

 2024年12月9日（月） 

②異議申立 異議申立の受付期間中に、『異議申立書』を

提出することにより、繰上償還にご異議を申立

てることができます。 

2024年12月10日（火） ③繰上償還実施可否決定

（※繰上償還決定の可否を

弊社ホームページに掲載） 

異議申立を行った受益者さまの受益権の口

数を集計し、公告日時点の受益権の総口数

の2分の1を超えない場合は、当ファンドの繰

上償還実施を決定いたします。 

以下では繰上償還が成立した場合についてご説明させていただきます。 

2024年12月20日（金）  

（買取請求期間） 

 

2025年1月8日（水） 

④買取請求 ③で当ファンドの繰上償還が決定した場合に

は、異議申立を行った受益者さまは、保有す

る受益権について、受託会社に対し、その信

託財産をもって買い取ることを請求できます。 
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2025年1月21日（火） ⑤申込（購入・換金）  
受付最終日 

・販売会社によっては申込受付最終日より前

に申込（購入・換金）受付を中止する場合があ

ります。 

・原則午後3時30分まで受付可能です。（販売

会社によって異なる場合があります。） 

2025年1月23日（木） ⑥繰上償還日（予定） ③で当ファンドの繰上償還が決定した場合に

は、繰上償還を実施いたします。 

Ｑ4. 繰上償還が決まった場合、償還までの運用はどうなりますか？ 

Ａ4．繰上償還が決まった場合は、繰上償還日に向けて、組入資産を売却し資金化を図ってまいりま

す。繰上償還が決定してから償還日までの間も基準価額は変動いたしますが、組入資産を売却

後、基準価額は投資対象資産の値動きを反映しなくなりますので、ご留意ください。 

 

Ｑ5.償還金はいつ受取ることができますか？ 

Ａ5．償還金は繰上償還後、速やかにお取引の販売会社よりお支払する予定です。詳しくは、お取引

の販売会社にご確認ください。 

 

Ｑ6.異議申立はどのように行うのですか？ 

Ａ6. 繰上償還に対して反対（ご異議のある）の受益者さまは、「異議申立書」を弊社宛（住所は以下

【宛先】をご参照ください。）にご郵送ください。 

2024年12月9日（月）弊社到着分
．．．．．

までを有効とさせていただきますので、余裕を持ってご投函くだ

さい。 

【宛先】 

〒105-7320 東京都港区東新橋一丁目 9 番 1 号 東京汐留ビルディング 

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社 商品マーケティング企画部 繰上償還担当宛 

 

Ｑ7.買取請求※とはどのようなことですか？ 

Ａ7．繰上償還が決定した場合、異議申立をされた受益者さまは、保有している受益権につき、改正前

の「投資信託及び投資法人に関する法律」の規定に基づいて、受託会社（ファンドの財産の保

管・管理等を行う信託銀行）に対し、自己の有する受益証券を公正な価額で当該受益権に係る投

資信託財産をもって買い取ることを請求できます。 

    なお、買取請求をされる場合、諸手続きが必要となるため、買取代金のお支払いまでには、通

常の換金手続き（販売会社でのご解約）よりも日数を要する可能性がございますのであらかじめご

了承ください。 

 ※本書に記載の「買取請求」とは、繰上償還に異議申立をされた受益者さまのみを対象とするものです。 

買取請求のお手続き方法につきましては、異議申立をされた受益者さまに郵送でお知らせいたします。 

 

Ｑ8.異議申立をした場合、買取請求を必ず行う必要がありますか？ 

Ａ8．異議申立を行った受益者さまが必ず買取請求しなければいけないものではありません。繰上 

償還まで引き続き保有していただくことも、販売会社で通常通り換金（販売会社でのご解約） 

していただくこともできます。 

                                             以 上 


